
 

２ 飼養動物の適正管理と衛生害虫等の自主防除の推進 
 
  人と動物が共生できる調和のとれた社会を目指し，動物愛護思想の普及啓発を図るとともに，

犬猫等による市民や地域社会への危害や迷惑を防止するための適正飼育の指導や不必要な繁殖

の防止の推進，負傷動物の治療や新しい飼い主への譲渡を実施する。さらに，終生飼養の責務

について，動物の飼い主へ普及啓発を図る。 
また，地域において，さらなる動物愛護及び適正飼養の浸透を図るため，動物愛護推進員を

委嘱し推進員の活動による普及啓発を実施する。 
  さらに，狂犬病発生の予防とまん延を防止するため，犬の登録，狂犬病予防注射の実施の推

進を図るとともに，野犬の捕獲を実施する。 
  また，市民に衛生害虫等の自主防除に関する指導や助言を行い，自主的な生活衛生活動の促

進を図る。 
（１） 動物愛護の推進 

【事業の目的･内容】 
    動物の適正飼養及び愛護思想の普及を図るため，犬猫の飼い方教室の開催等の啓発活動

や広報活動，飼い主への指導，相談を行う。 
    また，飼い犬等がみだりに繁殖して，不当に捨てられる結果として生じる地域社会への

迷惑を防止するため，不妊手術費の一部の助成を行う。 
根  拠  法  令  等 主管課・グループ 

動物の愛護及び管理に関する法律 生活衛生課環境衛生グループ

《実 績》 
① 飼い方講習会等の開催 

区     分 開  催  日 参加者数 
犬の正しい飼い方 
教室 

平成２５年６月８日 
【パピークラス】 ８名（犬３頭） 
【成犬クラス】１１名（犬５頭） 

犬の正しい飼い方 
教室 

平成２５年１０月１９日 
【パピークラス】 ５名（犬３頭） 
【成犬クラス】 ３名（犬２頭） 

犬の悩みごと 
個別相談 

平成２５年１０月９日 
～２３日 

７組 

ドッグウォーク 
平成２５年１０月２７日 ４３名（犬２０頭） 

平成２５年１１月２４日 ３６名（犬１５頭） 

犬の正しい飼い方 
教室 

平成２６年３月１５日 
【パピークラス】 ５名（犬２頭） 
【成犬クラス】 ８名（犬５頭） 

猫の正しい飼い方 
教室 

平成２６年３月８日 １３名 
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② 動物愛護フェスティバルの開催（共催 平成 26 年度市予算：400 千円） 

 ※ 栃木県及び（公社）栃木県獣医師会と共催 
年 度 参加者数 開 催 場 所 

平 成 ２ ３ 年 度 ９，８００ 栃木県動物愛護指導センター 

平 成 ２ ４ 年 度 ３，６００ 〃 

平 成 ２ ５ 年 度 ８，０００ 栃木県庁 

 
③ 犬に関する苦情相談状況 

区 分 

犬 に 関 す る 苦 情 件 数 

鳴き声 放置糞
田畑荒

らし 

家禽・ 

家畜被害 

こう傷

事故 

野犬・ 

放し飼い 
その他 計 

２３年度 ５６ １７ ０ ０ １９ １４９ ２５ ２６６

２４年度 ５４ ２９ ０ ０ １５ ８３ ３２ ２１３

２５年度 ８１ ３５ ０ ０ ８ ７５ ２５ ２２４

 
④ 猫に関する苦情相談状況 

区 分 

猫 に 関 す る 苦 情 件 数 

野良猫 

・餌付け

フン・ 

臭い 

負傷 

収容 
その他 計 

２３年度 １５ ２３ ６０ ２０ １１８ 
２４年度 ３１ ２０ ８０ ３６ １６７ 
２５年度 ３５ ３３ ６５ ５０ １８３ 

 
⑤ 飼い犬等不妊・去勢手術費助成頭数（平成 7年度開始 

平成 26 年度予算：5,190 千円 市単独） 

区 分 

犬 猫 

合 計 不妊手術

@5,000 円

去勢手術

@3,000 円
小計 

不妊手術

@4,000 円

去勢手術 

@3,000 円 
小計 

２３年度 ３４１ ２６２ ６０３ ５４３ ３４９ ８９２ １，４９５

２４年度 ３７６ ３７６ ８２５  ８２５ １，２０１

２５年度 ３８１ ３８１ ７３２  ７３２ １，１１３

 
⑥ 動物愛護推進員の委嘱（平成２５年６月１日から平成２７年５月３１日） 

被 委 嘱 者 推 薦 団 体 等 人 数

（公社）栃木県獣医師会会員（獣医師） （公社）栃木県獣医師会 １０名

動物愛護団体会員（愛玩動物飼養管理士） （公社）日本愛玩動物協会 ５名

市民（地区で動物の適正飼養を普及できる方） 各地区連合自治会 ２９名
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⑦ 動物愛護推進員の活動状況（制度創設：平成１５年度） 

・犬猫の正しい飼い方講習会の講師 

・（公社）日本愛玩動物協会栃木県支部と宇都宮市共催のドッグウォーク（放置フン清掃活

動）への参加 

・愛玩動物飼養管理士による犬，猫の飼い方相談 

   ・動物病院等，獣医師による専門的な相談 

   ・市主催の犬猫講習会の地域の方への広報・案内 

  ・不妊・去勢手術補助金制度の紹介 

   ・犬の放置フン防止看板の紹介及び各種適正飼育リーフレット等の配布 

 

⑦ 正しい犬の飼い方強調月間の設定，取組み 

毎年１０月を「正しい犬の飼い方強調月間」とし，犬の適正な飼育管理の向上を図るた

め，犬の飼い主やこれから飼う予定の市民を対象として，次の活動を実施した。 
   ・犬の登録，狂犬病予防注射の徹底啓発 
   ・飼い犬等不妊・去勢手術費補助金制度の紹介 
   ・犬の正しい飼い方教室（実践編）の開催   平成２５年１０月１９日 
   ・犬の悩みごと個別相談（犬同伴可）の開催  平成２５年１０月９日～２３日 

・ドッグウォーク（放置フン清掃活動）の開催 平成２５年１０月２７日，１１月２４日 
 

（２） 飼えなくなった犬，猫の引き取り（平成 11年度開始 
 平成 26年度予算：7,954 千円 市単独） 

【事業の目的･内容】 
飼えなくなった犬，猫・所有者不明の犬，猫が野良化することによって生じる人への迷

惑や危害を防止するため，関係法令に基づき犬及びねこの引き取りを行う。 
根  拠  法  令  等 主管課・グループ 

動物の愛護及び管理に関する法律 生活衛生課環境衛生グループ 
 
《実 績》 

① 飼えなくなった犬・猫の引き取り頭数（引き取り依頼者は，飼養者又は拾得者） 

区 分 ２３年度 ２４年度 ２５年度 

犬 ６６ ５２ ３０ 

猫 ５１５ ４８０ ３５５ 

合 計 ５８１ ５３２ ３８５ 

 

② 引き取った犬，猫の処分状況 ※栃木県に委託 

区  分 ２３年度 ２４年度 ２５年度 

犬 ５８ ４７ １８

猫（負傷猫の一部を含む） ５０５ ４６１ ２６１

合  計 ５６３ ５０８ ２７９
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（３） 負傷動物の収容（平成 11年度開始 平成 26年度予算：432 千円 市単独） 

【事業の目的･内容】 
負傷又は疾病にかかった動物（犬・猫など）を法令に基づき収容し，必要に応じ治療等

の措置を行う。 
根  拠  法  令  等 主管課・グループ 

動物の愛護及び管理に関する法律 生活衛生課環境衛生グループ 

《実 績》 
① 負傷動物の収容状況（頭数） 

区  分 ２３年度 ２４年度 ２５年度 

犬 ９ １１ ３

猫 ６０ ８０ ６５

その他 ０ ０ ０

合  計 ６９ ９１ ６８

 
② 負傷動物の治療状況（頭数）＊（公社）栃木県獣医師会に委託 

区  分 ２３年度 ２４年度 ２５年度 

犬 １５ ８ ７

猫 ２８ ３８ ４７

その他 ０ ０ ０

合  計 ４３ ４６ ５４

 
（４） 狂犬病予防体制の充実（平成 8年度開始 平成 26年度予算：30,929 千円 市単独） 

【事業の目的･内容】 
狂犬病の発生を予防し，その蔓延を防止するため，犬の登録，狂犬病予防注射を推進し，

野犬の捕獲を実施する。 
・犬の放し飼い防止の徹底啓発 
・定期的なパトロールの実施 

根  拠  法  令  等 主管課・グループ 

狂犬病予防法 生活衛生課環境衛生グループ 

《実 績》 
① 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数 

区  分 新規登録頭数
登 録 総 数

(3月31日現在)

狂犬病予防注射 

総頭数 

狂犬病予防 

注射率 

平成２３年度 １，９１４ ２４，４９０ １９，３２２ ７８．９％

平成２４年度 １，７２３ ２４，６９４ １９，０２０ ７７．０％

平成２５年度 １，７３５ ２４，３９９ １８，５２７ ７５．９％
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② 犬の捕獲及び返還頭数 

区    分 捕 獲 頭 数 返 還 頭 数 

平 成 ２ ３ 年 度 ２２６ ８８

平 成 ２ ４ 年 度 １８７ ９１

平 成 ２ ５ 年 度 １９０ １０２

 
③ 捕獲抑留犬の処分状況 ※抑留処分は栃木県に委託 

 
 
 
（５） 犬・猫の譲渡事業（平成 21 年度開始 市単独） 

  【事業の目的・内容】 
    保健所に収容された犬，猫などの生存の機会の拡大を目的に，飼育を希望する市民及び

新たな終生飼養者を探すことを目的として譲渡を希望する団体等に対し，譲渡を行う。 
根  拠  法  令  等 主管課・グループ 

動物の愛護及び管理に関する法律 生活衛生課環境衛生グループ 
  《実績》 

① 犬・猫の譲渡頭数 

区分 
犬 猫 

合計 
成 犬 子 犬 成猫 子猫 

平成２３年度 １３ １３ ４ ２４ ５４

平成２４年度 ２１ １１ ４ ４５ ８１

平成２５年度
個人譲渡 ３１ １０ １２ ６５

１７８
団体等譲渡 １２ ７ ２６ １５

 

区  分 ２３年度 ２４年度 ２５年度 

犬 １０３ ６５ ３６ 
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（６）衛生害虫等に関する指導・啓発（平成 8 年度開始 平成 26 年度予算：395 千円 市単独） 

【事業の目的・内容】 
地域住民が自主的に害虫・ネズミ等の駆除が行えるよう指導するとともに，所有者不明

の土地等で発生した害虫などについて，感染症の発生予防や人に対する危害の防止のため，

駆除を行う。  

根  拠  法  令  等 主管課・グループ 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 生活衛生課 
環境衛生グループ 

《実 績》 
①  衛生害虫等の苦情相談状況（件数） 

区 分 ハ チ ダ ニ ｱﾀﾏｼﾞﾗﾐ ノ ミ ﾁｬﾀﾃﾑｼ ハ エ その他 合 計 

平成２３年度 ３０ ０ ０ ０ ０ ０ １９ ４９

平成２４年度 ７３ １ ２ ０ ０ ０ １９ ９５

平成２５年度 ８４ ０  ０ ０ ０ ０ ８ ９２

 

② 衛生害虫等の駆除状況（苦情相談の再掲） 

区 分 ハ チ その他の害虫 

平 成 ２ ３ 年 度 ０ ０ 
平 成 ２ ４ 年 度 ２ ０ 
平 成 ２ ５ 年 度 ０ ０ 
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